
 

 

甲賀市子どもの移動経路安全プログラム 

～子どもの移動経路の安全確保に関する取組方針～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年３月 作成 

令和 ３年７月 改正 

甲賀市子どもの移動経路安全対策連絡会 



 

１．プログラムの目的 

 平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことにより、平成２４年６月

から７月にかけ甲賀市立小学校の通学路において関係機関と連携をして緊急合同点検を実施し、必要な対策

内容について関係機関で協議をしてきました。また、令和元年５月、大津市において散歩中の園児らが死傷

する事故が発生したことにより、これまでの対策に加え、未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安

全点検を実施し、安全確保に向け取り組んできました。 

引き続き、未就学児の集団移動経路及び通学路（以下「子どもの移動経路」という）の安全確保に向けた

取組を行うため、こども政策部保育幼稚園課を加え、プログラム名を「甲賀市子どもの移動経路安全プログ

ラム」に改めます。 

 今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、子どもが安全に通学等できるよう子どもの移動経

路の安全確保を図っていきます。 

 

 

２．甲賀市子どもの移動経路安全対策連絡会の設置 

・甲賀市教育委員会事務局学校教育課 

・甲賀市こども政策部保育幼稚園課 

・甲賀市建設部建設管理課 

・甲賀市建設部建設事業課 

・甲賀市市民環境部生活環境課 

・滋賀県甲賀土木事務所道路計画課 

・滋賀県甲賀警察署交通課 

 ・国土交通省近畿地方整備局滋賀国道事務所交通対策課 

  

    

３．取組方針 

（１）基本的な考え方 

継続的に子どもの移動経路の安全を確保するため、緊急合同点検後も関係機関が連携して合同点検を実 

施するとともに、対策実施後の効果把握も行い、対策の改善・充実を行います。 

これらの取組を以下の PDCA サイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。 

 

【PDCA サイクル】 

               点検の実施 

 

対策の改善・充実       対策の検討        対策の実施 

 

              対策効果の把握 

 



（２）具体的な取組 

 ①危険箇所の把握および合同点検の実施（PLAN） 

   〇おうみ通学路交通アドバイザ－および学校、ＰＴＡが学区内の通学路危険箇所を把握します。 

   〇幼稚園・認定こども園・保育園等が、未就学児が日常的に集団で移動する経路危険箇所を把握します。 

〇学校および幼稚園・認定こども園・保育園等が、危険箇所をとりまとめた上で、精査・検討し、当該年度 

に合同点検を行う箇所を選定します。 

   〇甲賀市子どもの移動経路安全対策連絡会設置要綱第３ 

条の構成機関ならびにおうみ通学路交通アドバイザー 

により、合同点検を実施します。 

   〇合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所につ  

いて、箇所ごとに道路の改良、歩道のカラー化、注意喚 

起看板設置、路面標示等のハード対策や通学路の変更、  

児童への指導等のソフト対策など、対策必要箇所に応じ  

て対策メニューを検討します。 

                             合同点検  甲南第一小学校区  

 ②対策の実施（DO） 

     対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むよう、関係機関で連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （施工前）                          （施工後） 

大原小学校区  （甲賀町大原中）            横断歩道強調表示 注意喚起看板設置 

                                センターライン抹消 グリーンベルト 

 

 

     

 

 

 

 

 

（施工前）                         （施工後） 

雲井小学校区 （信楽町牧）              歩道を確保し、グリーンベルト施行 

                             注意喚起看板設置 

 



③進捗状況の確認・対策効果の把握（CHECK） 

    対策の実施状況を集約し、今後の予定等を明らかにします。対策箇所の効果を把握します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④対策の改善・充実（ACTION） 

  対策実施後も、効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。 

 

⑤対策箇所等の公表 

合同点検の結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するため、甲賀市交通安全推進協議会に報

告をすると共に、広く市民に周知するために学校教育課、保育幼稚園課の各課で対策一覧表および「対策箇

所図」を作成し、甲賀市ホームページを活用し公表をしていきます。 

 

４．通学路合同点検に係る活動計画 

月 内  容 参加者 

４月 今年度の計画の周知、担当者確認 連絡会 

随時、対策事業（前年度以前点検箇所）の実施 事業担当課 

５月 危険箇所の把握および合同点検実施箇所選定

（６月中旬まで） 

学校、おうみ通学路交通アドバイザー、 

ＰＴＡ、幼稚園・認定こども園・保育園等 

６月 合同点検実施箇所集約、点検日程調整 連絡会 

７月 第１回子どもの移動経路安全対策連絡会開催 連絡会 

合同点検の実施 連絡会、学校、おうみ通学路交通アドバイ

ザー、幼稚園・認定こども園・保育園等 

８月 合同点検の実施 連絡会、学校、おうみ通学路交通アドバイ

ザー、幼稚園・認定こども園・保育園等 

９月 第２回子どもの移動経路安全対策連絡会開催 

進捗状況の公表 

連絡会 

随時、対策事業（今年度点検箇所）の実施 事業担当課 

２月 第３回子どもの移動経路安全対策連絡会開催 連絡会 

３月 点検結果の公表 連絡会 

おうみ通学路交通アドバイザー研修会 

（意見交換） 

おうみ通学路交通アドバイザー、連絡会 



          

（参考） 

関係機関の役割について 

 

役  割 

 

内  容 

担当 

通学路 未就学児移動経路 

連絡会の開催 連絡会の日程調整、運営等 学校教育課 保育幼稚園課 

危険箇所の把握 危険箇所把握 

区との連絡調整 

学校 ＰＴＡ  

アドバイザー 

幼稚園・認定こども園・

保育園等 

合同点検 学校・園との連絡調整 学校教育課 保育幼稚園課 

 市・県道路管理課、市関係課との

連絡調整 

学校教育課 

 おうみ通学路交通アドバイザー

との連絡調整 

学校  

 点検箇所の精査・決定 学校 ＰＴＡ  

アドバイザー 

幼稚園・認定こども園・

保育園等 

 点検箇所、危険箇所のとりまと

め、合同点検以外の危険箇所事

業担当課決定 

学校教育課 保育幼稚園課 

 合同点検の運営・進行 学校教育課 保育幼稚園課 

 対策の検討・実施 各事業担当課 

 対策内容、進捗状況の把握 学校教育課 保育幼稚園課 

公表 対策箇所一覧表の作成、公表等 学校教育課 保育幼稚園課 

おうみ通学路交通

アドバイザー研修

会、委嘱事務等 

おうみ通学路交通アドバイザー

研修会の企画、運営 

甲賀警察署  

 


